
 

子 共 第 ３４５ 号 

令和２年４月３０日 

 

保護者 各位 

 

 

上里町長 山下 博一 

（公 印 省 略） 

 

 

小中学校臨時休業期間延長に伴う保育所等における協力保育の継続 

について（依頼） 

 

日頃より町保育行政に格別の御理解、御協力を賜り心より御礼申し上げます。 

 さて、標記の件につきまして、令和２年４月７日付で緊急事態宣言が発布  

されたことに伴い、上里町では令和２年４月８日付子共第２８８号により、  

御家庭での保育（協力保育）をお願いしているところです。 

 今般、埼玉県教育委員会から各市町村教育委員会へ学校の臨時休業期間の 

延長等について要請され、町教育委員会は５月３１日まで小中学校の臨時休業

期間といたしました。 

つきましては、引き続き５月３１日まで可能な限り登園自粛に努めていただ

きたく、お願いいたします。 

 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、皆様の御理解、御協力を心より

お願い申し上げます。 

 

  

 

 

 

 

 

【担 当】上里町役場 子育て共生課 

   子育て支援係  

電 話 0495-35-1236 

ＦＡＸ 0495-33-2429                  


